
議案第１２２号 

三豊市水道事業給水条例の一部改正について

 三豊市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２５年１２月３日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市水道事業給水条例の一部を改正する条例

 三豊市水道事業給水条例（平成 18 年三豊市条例第 244 号）の一部を次のように改

正する。

 別表 豊中町に属する区域【一般用】の表を次のように改める。

  【一般用】

口径／料金 基本料金（１箇月につき） 従量（超過）料金

水量 料金（円）

１３ｍｍ ５ｍ３まで ８５０１０ｍ３を超え３０ｍ３まで１ｍ３につき

１７５円、３０ｍ３を超え５０ｍ３まで１

ｍ３につき１８５円、５０ｍ３を超えると

き１ｍ３につき１９０円

１３ｍｍ １０ｍ３まで １，２５０

２０ｍｍ ５ｍ３まで １，４００

２０ｍｍ １０ｍ３まで １，７００

２５ｍｍ １０ｍ３まで ２，１００

３０ｍｍ １０ｍ３まで ２，２００

４０ｍｍ １０ｍ３まで ３，０００

５０ｍｍ １０ｍ３まで ５，１００

７５ｍｍ １０ｍ３まで ８，０００

１００ｍｍ １０ｍ３まで １８，０００

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後の別表の規定は、平成２６年５月分として徴収する料金か

ら適用し、平成２６年４月分までの料金については、なお従前の例による。

46


